
令和 3 年 11 月 5 日 

子 供 未来 局総 務 課 

 

 

「仙台市すこやか子育てプラン 2020」の訂正について 

 

 

１ 地域子ども・子育て支援事業の本市プランへの位置づけについて 

 地域子ども・子育て支援事業は、市町村が地域の実情に応じ、市町村子ども・子育て支援

事業計画（仙台市すこやか子育てプラン 2020）に従って実施することとされており、法律

により、以下の 13事業が定義されています。 

 

①利用者支援事業 

②延長保育事業 

③実費徴収に係る補足

給付を行う事業 

④多様な事業者の参入

促進・能力活用事業 

⑤放課後児童健全育成事業

⑥子育て短期支援事業 

⑦乳児家庭全戸訪問事業 

⑧養育支援訪問事業等 

⑨地域子育て支援拠点事業

⑩一時預かり事業 

⑪病児保育事業 

⑫子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業）  

⑬妊婦健診 

 

 本市では現在、これら 13 事業のそれぞれに対応する事業を実施している一方、現行プラ

ンの第５部において「地域子ども・子育て支援事業」として位置づけている事業は 11 事

業となっており、2事業が記載漏れとなっていました。 

 該当する事業は、現行プランの策定以前から実施しているものであり、本来は現プランの

策定時に掲載しておく必要がありました。 

 

２ 対応について（案） 

 法 59 条に基づき、地域子ども・子育て支援事業のうち、本市プランへの記載がされてい

ない以下の 2 つの事業について、改めて本市プランに位置づけるための訂正を行います。 

 ③実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 ④多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

※訂正箇所は、別紙正誤表のとおり 

なお、当該 2事業は、国の定める基本指針（令和 2年 9月 2日改正）において、量の見込

みの算出対象外とされているため、事業名のみの記載といたします。 

 本件については、現行プラン策定時の記載漏れであることから、変更ではなく訂正として

対応するものといたします。 

 

３ 公開について 

 本会議にて承認されたのち、速やかに本市ホームページにて公開いたします。 
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